
化学物質に関する自主点検票
伊丹労働基準監督署

該当する項目に記入やチェックを行い、自主点検を実施してください。

１　事業場の情報について
	１
	整理番号
	

	２
	事業場名
	

	３
	所在地
	

	４
	労働者数
	
	人

	５
	担当者氏名
	

	６
	電話番号
	


　※法人全体ではなく、工場等の場所ごとの労働者数等を回答してください。


２　製造又は取り扱う化学物質について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　該当する項目にチェック
	７
	リスクアセスメント対象物を使用（製造又は取扱い）していますか。
※「リスクアセスメント対象物」とは、ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質となります。
※「製造」には、化学的に合成するほか、混合、濃縮・希釈、他物質を添加、小分け等により化学物質等を含む製品化を行うことも含まれます。
※「取り扱い」には、化学物質等を含む製品を清掃等の業務で使用することも含まれます。
	☐はい
☐いいえ
以上で回答
終了です

	８
	リスクアセスメント対象物を製造していますか。
	☐はい　　☐いいえ

	９
	「はい」と回答した場合
	製造している化学物質の種類を回答してください。
（複数回答可）
	☐有機溶剤
☐特定化学物質
☐その他の化学物質

	１０
	リスクアセスメント対象物を取り扱っていますか。
	☐はい　　☐いいえ

	１１
	「はい」と回答した場合
	取り扱っている化学物質の種類を回答してください。
（複数回答可）
	☐有機溶剤
☐特定化学物質
☐その他の化学物質

	１２
	他の事業者に対して、化学物質等（又は化学物質等を含む製品）の譲渡・提供・販売を行っていますか。
	☐はい　　☐いいえ

	１３
	「はい」と回答
した場合
	譲渡等を行う際に、化学物質等（又は化学物質等を含む製品）にラベル表示を行い、SDS（安全データシート）等を譲渡・提供・販売先に通知していますか。
	☐はい　　☐いいえ





３　化学物質の管理体制について
	１４
	化学物質管理者を選任し、化学物質のリスクアセスメント等の実施・管理を行わせていますか。
	☐はい　　☐いいえ

	１５
	「はい」と回答した場合
	化学物質管理者に必要な講習を受講させていますか。
※化学物質の「製造」事業場においては、告示で定める講習修了者から化学物質管理者を選任する必要があります。
	☐はい　　☐いいえ

	１６
	
	選任した化学物質管理者の氏名を見やすい箇所に掲示するなどにより、労働者に周知していますか。
	☐はい　　☐いいえ

	１７
	労働者に保護具を使用させる場合、保護具着用管理責任者を選任し、適正な保護具の選択、使用、保守管理に関する事項を管理させていますか。
	☐はい　　☐いいえ
☐保護具の必要なし

	１８
	「はい」と回答した場合
	選任した化学物質管理者の氏名を見やすい箇所に掲示するなどにより、労働者に周知していますか。
	☐はい　　☐いいえ

	１９
	雇入れ時等の教育で、化学物質に関する教育を実施していますか。
	☐はい　　☐いいえ

	２０
	リスクアセスメント対象物のSDSを作業場の見やすい場所に掲示や備え付ける等の方法により、危険性・有害性の情報を労働者に周知していますか。
	☐はい　　☐いいえ




４　リスクアセスメントについて
	２１
	安全衛生委員会（又は衛生委員会）において、リスクアセスメント等の実施状況等について調査審議していますか。
※労働者数が50人未満の事業場においては、労働者の意見聴取を行っていますか。
	☐はい　　☐いいえ

	２２
	化学物質のリスクアセスメントを実施していますか。
	☐はい　　☐いいえ

	２３
	「はい」と回答した場合
	化学物質のリスクアセスメントの手法を回答してください。
（複数回答可）
	☐コントロール・バンディング
☐クリエイト・シンプル
☐マトリクス法・点数加算法など
（機械設備等のRAと同様の手法）
☐その他の手法

	２４
	
	化学物質のリスクアセスメントの結果を踏まえ、リスク低減措置を検討していますか。
	☐はい　　☐いいえ

	２５
	
	化学物質のリスクアセスメントの結果に基づく措置、労働者のばく露状況について、労働者から意見を聴取して、記録を作成し、３年間保存していますか。
	☐はい　　☐いいえ

	２６
	
	SDS及びリスクアセスメントの結果を労働者に周知し、教育を実施していますか。
	☐はい　　☐いいえ







５　その他について
	２７
	「皮膚等障害化学物質」を製造又は取り扱っていますか。
※「皮膚等障害化学物質」とは、皮膚刺激性や皮膚吸収性を有する有害な化学物質になります。
	☐はい　　☐いいえ

	２８
	「はい」と回答した場合
	皮膚等障害化学物質を取り扱う場合、不浸透性の保護具を着用させていますか。
	☐はい　　☐いいえ

	２９
	
	皮膚等障害化学物質を取り扱う作業内容、時間及び保護具の性能について確認を行い、保護具を選定していますか。
	☐はい　　☐いいえ

	３０
	「がん原性物質」を製造又は取り扱っていますか。
	☐はい　　☐いいえ

	３１
	「はい」と回答した場合
	がん原性物質を製造・取扱いしている場合、労働者の氏名・作業記録・ばく露状況等を作成し、30年保存していますか。
	☐はい　　☐いいえ

	３２
	リスクアセスメント対象物を他の容器等に小分けにして保管する際は、小分けする容器等に当該物質の名称・人体に及ぼす作用について表示する等のラベル表示や文書の交付等により、取り扱う者に情報伝達していますか。
	☐はい　　☐いいえ
☐小分け作業なし

	３３
	リスクアセスメント対象物を製造又は取り扱う設備について、他の事業者に設備の分解又は設備内部に立ち入る清掃等の作業を依頼する場合、作業を依頼する事業者に対して、リスクアセスメント対象物の有害性等の情報を文書等で通知していますか。
	☐はい　　☐いいえ
☐該当なし



自主点検は以上となります。
ご回答ありがとうございました。

上記の自主点検結果につきましては、WEB上で回答し、提出してください。
化学物質に関する自主点検 （伊丹労働基準監督署） – フォーム​に記入する

WEB上での回答が困難な場合は、電子メール又は郵送により提出いただきますようお願いします。
電子メールによる報告先（　itami-anzen@mhlw.go.jp  ）
